
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路の に設置されている巻上機支持台、
　この巻上機支持台上に設置され、回転可能な綱車を有する巻上機、
　上記 内に設置され、上記巻上機から上記巻上機支持台に作用する上向きの力を受
けるレール支持梁、
　このレール支持梁上に支持されている ガイドレール、
　上記巻上機の駆動により、上記ガイドレールに案内されて上記昇降路内を昇降する昇降
体、
　上記ガイドレールにより支持されている回転自在の返し車、及び
　上記巻上機の綱車及び上記返し車に巻き掛けられ、上記ガイドレールに対して上記昇降
体を吊り下げる主ロープ
　を備え

ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項２】
　上記巻上機支持台は、互いに対向して上記 に設置され、それぞれ開口部を
有する一対の支持板と、両端部が上記開口部に挿入されている支持梁とを有していること
を特徴とする請求項１記載のエレベータ装置。
【請求項３】
　上記巻上機支持台は、上記支持梁の上下面に対向し上記巻上機が固定されている固定梁
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底部

昇降路

一対の

、上記レール支持梁に作用する上向きの力は、上記返し車から上記ガイドレール
に作用する下向きの力により相殺される

昇降路の底部



と、上記支持梁と上記固定梁との間に介在されている弾性体とを有していることを特徴と
する請求項２記載のエレベータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、巻上機及び返し車が昇降路内に設置されているエレベータ装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　図９は従来のエレベータ装置の一例を示す正面図、図１０は図９の装置の主ロープの経
路を示す展開図である。図において、１は昇降路、２は昇降路１内に互いに間隔をおいて
設置されている一対のかごガイドレール、３は昇降路１内に互いに間隔をおいて設置され
ている一対の重りガイドレール、４はかごガイドレール２に沿って昇降される昇降体とし
てのかご、５は重りガイドレール３に沿って昇降される昇降体としての釣合重りである。
【０００３】
　６は昇降路１のピット（底部）１ａの床面１ｂ上に固定されている巻上機取付梁であり
、この巻上機取付梁６は、複数本のアンカーボルト７により床面１ｂに固定されている。
８は締結具１０を介して巻上機取付梁６上に設置され、かご４及び釣合重り５を昇降させ
る巻上機であり、この巻上機８は、回転可能な綱車９を有している。１１は巻上機取付梁
６と締結具１０との間に介在されている振動・騒音防止用の複数の弾性体（防振ゴム）で
ある。
【０００４】
　１２，１３はそれぞれ昇降路１内の頂部においてガイドレール２，３に固定されている
綱止め部材、１４，１５はそれぞれ昇降路１内の頂部に設けられ、ガイドレール２，３に
より支持されている回転自在の返し車、１６はかご４の下部に互いに間隔をおいて設けら
れている回転自在の一対のかご吊り車、１７は釣合重り５の上部に設けられている回転自
在の重り吊り車である。
【０００５】
　１８は一端部が綱止め部材１２に、他端部が綱止め部材１３にそれぞれ固定され、かご
４及び釣合重り５を昇降路１内に吊り下げる主ロープであり、この主ロープ１８の中間部
は、かご吊り車１６、返し車１４、綱車９、返し車１５及び重り吊り車１７の順に巻き掛
けられている。１９，２０は主ロープ１８の両端部を綱止め部材１２，１３にそれぞれ固
定するためのロープ端装置である。
【０００６】
　このような従来のエレベータ装置では、巻上機８の駆動により綱車９が正逆に回転され
ることによって、かご４及び釣合重り５が昇降路１内で交互に昇降される。
【０００７】
　このとき、巻上機８には、図１０に示すような上向きの力Ｆが作用する。この上向きの
力Ｆは、かご４の荷重をＷ１、釣合重り５の重量をＷ２、巻上機８の重量をＷ３とすると
、Ｆ＝（Ｗ１＋Ｗ２）／２－Ｗ３で求められる。例えば、Ｗ１を１６００ｋｇ、Ｗ２を１
３００ｋｇ、Ｗ３を３００ｋｇとすると、Ｆ＝１１５０ｋｇとなる（例えば、特許文献１
参照）。
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－３１０３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のように構成された従来のエレベータ装置においては、巻上機８をピット１ａに設
置することにより、機械室が省略されているが、巻上機８に加わる上向きの力Ｆが巻上機
取付梁６を介してアンカーボルト７に引き抜き力として作用するため、ピット１ａの床面
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１ｂにはその引き抜き力に耐え得る強度が求められる。しかし、一般にピット１ａの床面
１ｂはコンクリートにより構成されているため、床強度には制限があった。
【００１０】
　また、床面１ｂのコンクリート内の鉄筋（図示せず）にアンカーボルト７を溶接する方
法もあるが、この場合、ビルの建築業者との事前の打ち合わせが必要であるとともに、建
築コストが増大してしまう。
【００１１】
　さらに、弾性体１１が巻上機８と締結具１０との間に介在されているため、弾性体１１
の個数や大きさが、締結具１０の本数や大きさにより制限されてしまう（例えば、締結具
１０が４本に制限される。）。このため、弾性体１１の面圧を高く設定しなければならず
、防振ゴムとしての十分な特性を出すことができなかった。
【００１２】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、ピットの床面に
引き抜き力を作用させることなく、巻上機をピットに設置することができ、また巻上機の
防振性能を向上させることができるエレベータ装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明に係るエレベータ装置は、昇降路のピット内に設置されている巻上機支持台、
この巻上機支持台上に設置され、回転可能な綱車を有する巻上機、ピット内に設置され、
巻上機から巻上機支持台に作用する上向きの力を受けるレール支持梁、このレール支持梁
上に支持されているガイドレール、巻上機の駆動により、ガイドレールに案内されて昇降
路内を昇降する昇降体、ガイドレールにより支持されている回転自在の返し車、及び巻上
機の綱車及び返し車に巻き掛けられ、ガイドレールに対して昇降体を吊り下げる主ロープ
を備えたものである。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明のエレベータ装置は、巻上機から巻上機支持台に作用する上向きの力を、ガイ
ドレールを支持するレール支持梁で受けるようにしたので、レール支持梁に伝えられた上
向きの力は、ガイドレールに作用する下向きの力により相殺され、上向きの力は建物に作
用しない。従って、ピットの床面に引き抜き力を作用させることなく、巻上機をピットに
設置することができ、床強度をます必要がなく、建築コストの増加を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、この発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。
【００１６】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１によるエレベータ装置の巻上機設置状態を示す正面図、
図２は図１の巻上機設置状態を示す平面図、図３は図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図、図４
は図３のＩＶ－ＩＶ線断面図、図５は図３のＶ部を拡大して示す分解斜視図である。
【００１７】
　図において、２１は昇降路１のピット１ａに互いに平行に設置されているＩ形断面の一
対のレール支持梁であり、これらのレール支持梁２１は、アンカーボルト２２によりピッ
ト１ａの床面１ｂに固定されている。２はレール支持梁２１上に互いに間隔をおいて設置
され、かご４（図９）の昇降を案内する一対のかごガイドレール、３はレール支持梁２１
上に互いに間隔をおいて設置され、釣合重り５（図９）の昇降を案内する一対の重りガイ
ドレールである。
【００１８】
　２３は床面１ｃ上に互いに平行に設置されている断面コ字状の一対の巻上機取付梁であ
り、これらの巻上機取付梁２３は、レール支持梁２１に対して直角の方向へ延びている。
また、各巻上機取付梁２３の両端部には、レール支持梁２１の下部に挿入された結合部２
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３ａが形成されている。さらに、レール支持梁２１には、巻上機取付梁２３に作用する上
向きの力を受ける複数の受け部２１ａが設けられており、これらの受け部２１ａに締結具
２４を介して結合部２３ａが結合されている。
【００１９】
　２５は巻上機取付梁２３に取り付けられ、巻上機８を支持している巻上機支持台であり
、この巻上機支持台２５は、互いに対向するように締結具２７により巻上機取付梁２３に
固定され、開口部２６ａが２つずつ設けられている一対の支持板２６と、両端部が開口部
２６ａに挿通されている断面コ字状の一対の支持梁２８と、これらの支持梁２８の上下面
に対向し巻上機８が固定されている固定梁２９と、支持梁２８と固定梁２９との間に介在
されている振動・騒音防止用の複数の弾性体（防振ゴム）３０とを有している。
【００２０】
　なお、主ロープ１８の経路は、図９及び図１０と同様であり、巻上機８の駆動により綱
車９が正逆に回転されることによって、かご４及び釣合重り５がガイドレール２，３に沿
って交互に昇降される。
【００２１】
　このようなエレベータ装置では、従来例と同様に巻上機８に上向きの力が作用するが、
この上向きの力は、巻上機支持台２５及び巻上機取付梁２３を介してレール支持梁２１の
受け部２１ａに伝えられる。このように、巻上機８に作用する上向きの力は、最終的には
レール支持梁２１により受けられる。
【００２２】
　これに対し、ガイドレール２，３には、綱止め部材１２，１３及び返し車１４，１５が
取り付けられているため、かご４の荷重や釣合重り５の重量が作用している。従って、レ
ール支持梁２１に伝えられた上向きの力は、ガイドレール２，３に作用する下向きの力に
より相殺され、上向きの力は建物に作用しない。そして、エレベータ装置全体の重量が床
面１ｂにより支持される。即ち、ピット１ａの床面１ｂに引き抜き力を作用させることな
く、巻上機８をピット１ａに設置することができる。
【００２３】
　また、支持梁２８と固定梁２９との間に弾性体３０を介在させる構造の巻上機支持台２
５を用いており、弾性体３０の設置スペースが十分に確保されるので、弾性体３０の大き
さ、形状及び硬度等の選択の自由度が向上し、防振性能を向上させることができる。
【００２４】
　なお、実施の形態１ではレール支持梁２１と巻上機取付梁２３との間、及び巻上機取付
梁２３と支持板２６との間を締結具２４，２６を用いて固定したが、固定方法はこれに限
定されるものではなく、例えば溶接してもよい。
【００２５】
　実施の形態２．
　次に、図６はこの発明の実施の形態２によるエレベータ装置を示す平面図、図７は図６
の装置を示す側面図、図８は図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図である。図において、３
１はレール支持梁２１に直接取り付けられ、巻上機８を支持している巻上機支持台であり
、この巻上機支持台３１は、互いに対向するように締結具３３によりレール支持梁２１に
固定され、開口部３２ａが２つずつ設けられている一対の支持板３２と、両端部が開口部
３２ａに挿通されている断面コ字状の一対の支持梁３４と、これらの支持梁３４に支持さ
れ巻上機８が固定されている固定梁３５と、支持梁３４と固定梁３５との間に介在されて
いる振動・騒音防止用の複数の弾性体（防振ゴム）３６とを有している。また、弾性体３
６は、支持梁３４の上側では図８の右側に、支持梁３４の下側では図８の左側に寄せて配
置されている。
【００２６】
　このように、巻上機取付台３１をレール支持梁２１に直接固定した場合にも、巻上機８
に作用する上向きの力が、ガイドレール２，３に作用する下向きの力により相殺され、建
物に上向きの力が作用しない。従って、ピット１ａの床面１ｂに引き抜き力を作用させる
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ことなく、巻上機８をピット１ａに設置することができる。また、巻上機取付台３１がレ
ール支持梁２１に直接固定されているため、構造が簡単になり、部品点数が削減される。
【００２７】
　但し、この構造では、支持板３２間に架け渡される支持梁３４の長さが長くなり、曲げ
モーメントが大きくなるため、レール支持梁２１の間隔が小さい比較的小形のエレベータ
装置に適している。
【００２８】
　なお、図８に示すように、綱車９が巻上機８の端部に配置されている場合には、上向き
の力Ｆにより支持梁３４と固定梁３５との間に反力ｆ１，ｆ２が作用するが、このような
反力ｆ１，ｆ２が作用する部分に弾性体３６を配置してもよい。
【００２９】
　また、実施の形態２ではレール支持梁２１と支持板３２との間を締結具３３により固定
したが、固定方法はこれに限定されるものではなく、例えば溶接により固定してもよい。
【００３０】
　また、主ロープ１８の配置は図１０に限定されるものではなく、ピット１ａに設置され
た巻上機に主ロープから上向きの力が作用するエレベータ装置であれば、この発明を適用
することができる。
【００３１】
　以上のように、この発明のエレベータ装置は、巻上機から巻上機支持台に作用する上向
きの力を、ガイドレールを支持するレール支持梁で受けるようにしたので、レール支持梁
に伝えられた上向きの力は、ガイドレールに作用する下向きの力により相殺され、上向き
の力は建物に作用しない。従って、ピットの床面に引き抜き力を作用させることなく、巻
上機をピットに設置することができ、床強度をます必要がなく、建築コストの増加を防止
できる。
　また、互いに対向してピット内に設置され、それぞれ開口部を有する一対の支持板と、
両端部が開口部に挿入されている支持梁とを有する巻上機支持台を用いたので、巻上機に
作用する上向きの力に対して十分な強度を確保することができる。
　さらに、支持梁の上下面に対向し巻上機が固定されている固定梁と、支持梁と固定梁と
の間に介在されている弾性体とを有する巻上機支持台を用いたので、弾性体を配置するス
ペースを十分に確保することができ、弾性体の大きさ、形状及び硬度等の選択の自由度を
向上させ、防振性能を向上させることができる。
　さらにまた、巻上機支持台を巻上機取付梁に取り付け、この巻上機取付梁の結合部をレ
ール支持梁の下に挿入して結合するようにしたので、巻上機支持
台に作用する上向きの力をより確実にレール支持梁に伝えることができる。
　また、巻上機支持台をレール支持梁に直接固定したので、構造を簡単にして部品点数を
削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベータ装置の巻上機設置状態を示す正面図で
ある。
【図２】図１の巻上機設置状態を示す平面図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線断面図である。
【図５】図３のＶ部を拡大して示す分解斜視図である。
【図６】この発明の実施の形態２によるエレベータ装置を示す平面図である。
【図７】図６の装置を示す側面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図である。
【図９】従来のエレベータ装置の一例を示す正面図である。
【図１０】図９の装置の主ロープの経路を示す展開図である。
【符号の説明】
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【００３３】
　１　昇降路、１ａ　ピット、１ｂ　床面、２　かごガイドレール、３　重りガイドレー
ル、４　かご（昇降体）、５　釣合重り（昇降体）、８　巻上機、９　綱車、１４，１５
　返し車、１８　主ロープ、２１　レール支持梁、２１ａ　受け部、２３　巻上機取付梁
、２３ａ　結合部、２５，３１　巻上機支持台、２６，３２　支持板、２６ａ，３２ａ　
開口部、２８，３４　支持梁、２９，３５　固定梁、３０，３６　弾性体。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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